
登別市庁舎等電話設備更新業務委託仕様書

１ 委託等名

登別市庁舎等電話設備更新業務委託

２ 事業目的

本事業は、現庁舎及び近隣市有地に移転する予定の登別市役所本庁舎において、

庁内の通信環境を最適化し、庁内ネットワークの無線化、クラウド利用の促進によ

り業務の効率化を図り、これにより市民サービスを向上させることを目的とする。

３ 履行期間

（１）業務期間

契約締結日から令和１３年９月３０日まで

（２）業務内容の期間区分

本業務は、次の各期間に区分して実施するものとする。

① 構築・移行期間

契約締結日から令和８年９月３０日まで

② サービス提供期間

令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで

４ 履行場所

北海道登別市中央町６丁目１１番地 登別市役所本庁舎外

北海道登別市千歳町３丁目１番地５ 登別市役所新庁舎外



５ 事業費上限額（消費税及び地方消費税を含む。）

６ 機能要件

（１）電話交換機（ＰＢＸ）

① クラウド型とする

なお、クラウド型として以下の要件が提供できること。

・クラウド型ＰＢＸは日本国内にデータセンターを有し、国内法規を遵守する

サービスであること。

・クラウド型ＰＢＸの装置側は、冗長化措置がされていること

・クラウド型ＰＢＸの問い合わせカスタマーセンターを有していること。

・２４時間３６５日故障受付体制があること。

② 現行ＰＢＸ装置からクラウド型ＰＢＸに移行できること。

③ 職員用スマートフォン同士の内線通話及び職員用スマートフォンから外線

(0ABJ 番号)の発着信ができること。

④ 職員用スマートフォンの通話を、他の職員用スマートフォンに何度でも転送

できること。

⑤ 職員用スマートフォンの内線通話において、安定した音声品質及び円滑な通

話環境を確保できる構成とし、実現方式は限定しないが、通信キャリアが提供

するＦＭＣサービスの活用を含め、最適な構成について具体的に提案すること。

年度 業務項目 提案上限額

令和８年度 クラウドＰＢＸ構築に係る

初期費用

１，４５２，０００円

上記以外 １３，１９８，０００円

令和９年度 ２４，９５７，０００円

令和１０年度 ２４，９５７，０００円

令和１１年度 ２４，９５７，０００円

令和１２年度 ２４，９５７，０００円

令和１３年度 １２，４７９，０００円

計 １２６，９５７，０００円



⑥ 職員用スマートフォン端末からの発信時に、当該端末の番号または当該端末

が紐付けられている外線番号を選択して発信ができ、かつ相手方にその番号が

表示されること。

⑦ 複数端末で代理応答グループを組めること。

⑧ 着信時には事前に設定した職員用スマートフォンが一斉に鳴動可能である

こと。

⑨ 職員用スマートフォンの内線番号の設定が容易であること。

⑩ 既存電話番号の引き継ぎが可能であること。

⑪ 閉庁時間中の外線着信については、あらかじめ設定した時間帯に基づき自動

で夜間モードへ切り替わる機能を有すること。

また、必要に応じて、管理者により任意に手動で夜間モードへの切替及び解

除が可能であること。

⑫ ライセンスの数に応じて同時通話可能数を変更できること。

⑬ 着信時に、通話開始前に録音に関する案内メッセージを自動再生できる機能

を有すること。また、通話内容の録音機能を有することが望ましい。

なお、案内メッセージの内容は任意に編集・変更できること。

⑭ 内線通話の取り次ぎは、スマートフォン端末に搭載された電話帳機能等から

容易に操作できること。

（２）職員用スマートフォン

① 契約・通信プラン

・職員用スマートフォンからの通話及びデータ通信は、国内において４Ｇ又は

５Ｇでの接続ができること。

・事業者側でＳＩＭカード及び通信プラン（データ通信容量○ＧＢ/月以上、音

声通話かけ放題/○分かけ放題等）を一括して提案すること。キャリア、プラ

ン内容、費用を明記すること。

・スマートフォンについては Wi-Fi 利用可能かつテザリングオプションを付帯

するものとすること。

② 端末仕様

・台数：インターネット通信ができるデータ通信機能を有する同一機種 400 台

（充電器を含む。）とすること。



・ＯＳ：Ａｎｄｒｏｉｄ１６又はｉＯＳ２６以上のＯＳがインストールされて

いること。

・カメラ性能：以下の要件を満たすこと。

ア メイン（背面）カメラの有効画素数は１，２００万画素以上であること。

イ ＱＲコードの読み取りがスムーズにできるオートフォーカス機能を備

えていること。

ウ 文書の撮影や資料の共有を想定し、ＬＥＤフラッシュを備えること。

・耐久性・防水防塵性能：以下の要件を満たすこと。

ア 防水・防塵性能はＩＰ６８相当以上であること（JIS C 0920 準拠）。

イ 米国国防総省の調達基準である MIL-STD-810H（落下・振動・高温等）の

いずれかのテストをクリアしている端末であることが望ましい。

ウ 落下耐性を考慮し、強化ガラスディスプレイを備えた端末であることが

望ましい。

・セキュリティ機能：生体認証又は暗証番号等を利用したロック等のセキュリ

ティー機能を有すること。

・災害時における優先的な通信を確保するため、災害時優先電話の契約に対応

した端末であること。また、契約手続きは当市が指定する回線で行うこと。

・端末には以下の付属品を標準装備として予め装着していること。

ア 端末に適合した専用ケース（耐衝撃性を考慮したもの）

イ 画面保護フィルム（貼付済みで納品すること）

・職員用スマートフォン導入にあたり機器管理のためのＭＤＭ（Mobile・

Device・Management)サービスを導入し、ＭＤＭサービスに係る構築費用を含

むこと。

・割賦でのスマホ取得を行う際は、予備機を用意すること。

③ 保守

・クラウドＰＢＸに接続する機能（アプリ）、初期導入時点の内線電話番号等の

プリインストール、設定等、ＰＢＸ端末として必要なキッティング作業を全

端末に実施することが望ましい。



・補償の際は、求償回数に制限なく、本体の求償費用が別途発生しない補償オ

プションにすることが望ましい。

・補償の際は、同等品以上の機種を故障機の返却よりも先に納品することとし、

代替品については、予め設定した本市仕様に基づくキッティングを施すこと

とする。

・発注者の依頼により電波状況の調査を実施し、かつ、調査の結果、電波状況

が不安定であることが判明した場合、電波状況の改善を図ること。

（３）災害時

① 災害時における通信サービス確保にむけた対策として、衛生電話サービスや

基地局基盤強化を行っていることが望ましい。

② 災害時，災害復旧にあたる体制を構築すること。また、迅速な復旧体制をと

るために北海道内に移動基地局車、移動電源車を所有し、本市に派遣可能で

あることが望ましい。

（４）その他

① 導入作業等

・機器などの搬入がある場合は、受注者の負担により開庁日に実施すること。

・搬入場所及び搬入日については別途協議すること。

・梱包や運送のための段ボール等は、受注者が撤去すること。

② 動作確認及びテスト

・動作確認やテストは事前に協議し、確認結果やテスト結果は発注者の承認を

得ること。

③ 運用マニュアル及び手順書

・本システムの運用に必要な操作マニュアルについて、管理者向けと利用者向

けの２種類作成し、提出すること。


